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四ツ池公園運動施設の再整備について 

 

令和 8 年 2 月の静岡県議会において、遠州灘海浜公園篠原地区の野球場整備計画の検討期限が

2028 年度末までと示されるなど、結論が出ない状況が続いている。 

その後の令和 8 年 3 月 17 日の当委員会における「まずは陸上競技場の整備を先行して進める  

方法を議論すべき」との意見を受け、再整備手法を検討したことから提案するもの。 

 

１ 検討状況 

 ・令和 5年 7 月の当委員会において、「１ 四ツ池公園は陸上競技場を整備する」「２ 陸上競技

場は公認 2 種以上の施設とし、サブトラックを併設する」「３ 現野球場の機能は静岡県に  

おいて整備される野球場で担う」との整備方針を示した。 

 ・令和 6 年度に開催した当委員会において、整備方針に基づく陸上競技場の検討結果として   

競技場新設を基本とした「第 1種案」「第 2 種案」「第 2種（第 1 種拡張）案」の 3 案を示した。 

 

２ 整備の方向性（案） 

  年間 20 万人以上の利用がある陸上競技場の整備に着手できない状況は、本市のスポーツ振興

に大きな支障をきたすことから、次のとおり整備方針１及び２を先行して実行していく。 

（１）陸上競技場 

  ・既存の第 2 種陸上競技場は、大規模改修によりリニューアル整備 

  ・第 2 球場及び公園管理事務所を撤去し、サブトラックを新設 

  ・駐車場は公園内の運動施設の敷地内確保を前提とした場合、立体構造の駐車場整備を検討 
  ・陸上競技場、サブトラック、駐車場の整備は分割して実施 

（２）浜松球場 
   県の篠原地区野球場の結論が出るまで既存の状態で残置 

 

３ スケジュール（案） 

 ・令和 8～9 年度  基本計画策定 

 ・令和 10 年度以降 基本設計、実施設計 

 ・令和 12 年度以降 大規模改修工事 

 

４ 参考 

 ・資料１ 四ツ池公園運動施設の整備方針について 

 ・資料２ 四ツ池公園運動施設の整備方針に基づく検討状況について（令和 7 年 2 月 4日）抜粋 

 ・資料３ 工事計画（案） 
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（６）陸上競技場の整備案と比較

※ 数字は現時点での想定概算であり、今後の物価推移や計画進捗に伴い変更となる可能性がある
※ 2種（1種拡張）案の括弧書きは、拡張時を示す

令和7年2月4日大型公共施設建設特別委員会資料 抜粋
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工事計画（案）
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事前工事：陸上競技場→2種公認更新工事（必要に応じ）
　　　　　第２球場、公園管理事務所
　　　　　　→解体→園路、駐車場整備
工期：１年

サブトラック整備：自由広場+園路解体→サブトラック整備
工期：２年

陸上競技場整備：スタンド棟→大規模改修
             　トラック  →大規模改修
工期：２年
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